
 

青の煌めきあおもり障スポ（第２５回全国障害者スポーツ大会）リハーサル大会 

陸上競技実施要領 

 

 

１ 競技規則 

令和８（２０２６）年度に適用の全国障害者スポーツ大会競技規則（公益財団

法人日本パラスポーツ協会制定）によるもののほか、この要領の定めるところに

よる。 

 

２ ウォームアップ 

大会当日のウォームアップは、定められた場所・方法で安全に留意し、競技役

員の指示に従って行うものとする。特にトラックの横断は決められた通路を使い、

練習の妨害にならないよう、安全には十分留意する。 

⑴ 場所 

カクヒログループアスレチックスタジアム補助競技場及び多目的運動場 

（新青森県総合運動公園内） 

⑵ 使用方法 

ア 車いす（レーサー含む）を使用する練習は、第１から第２レーンを周回使

用する。（第３レーン外側にカラーコーンを設置する。） 

イ スタート及び短距離練習は、ホームストレート側の第７から第１０レーン

の使用を基本とする。（バックストレート側の第７から第８レーンは、視覚障

がい者競技者のための専用レーンとする。） 

リレーの練習は、第４・第５レーンを使用する。リレーの練習をする際は、

他の練習の妨げにならないよう配慮する。（第６レーンにカラーコーンを設

置する。） 

ウ ランニングは、トラック外・フィールド内の芝生を使用する。 

エ 走高跳の練習は、フィールド内の走高跳ピットを使用する。 

オ 立幅跳及び走幅跳の練習は、指定されたピットを使用する。 

カ スラロームの練習は、指定された専用コースを使用する。 

キ 砲丸投の練習は、補助競技場内の砲丸投専用ピットを使用する。 

ク ビーンバッグ投の練習は、補助競技場内の指定されたピットを使用する。 

ケ ソフトボール投及びジャベリックスローの練習に関しては、多目的運動場

内の指定された場所を使用する。 

⑶ その他 

投てき練習の際には、各チームの監督・コーチが必ず付き添い、事故のない

よう責任をもって行う。 
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３ 招集 

⑴ 招集場所は、第３コーナーゲート付近の選手招集室とする。 

⑵ 招集の流れは競技開始予定時刻を基準として次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 招集の方法 

 ア 競技者は、競技開始予定時刻の４０分前を目安に、補助陸上競技場の予備

整列所にて整列を完了する。 

イ 整列を完了した競技者は、競技役員の指示に従い、選手招集室を移動し、

競技開始予定時刻の３０分前から２０分前までに点呼を受ける。代理は認め

ない。 

ウ 点呼を受けた競技者は、競技役員の指示に従い、整列して誘導を待つ。 

エ 招集完了時刻に遅れた競技者は棄権とみなし、競技に出場することができ

ない。 

オ リレー種目に出場するチームは、第１組目の招集完了時刻６０分前までに、

事前に配付するオーダー用紙に記入し、テクニカルインフォメーションセン

ター（以下、「ＴＩＣ」という。）に提出する。 

カ 伴走者のガイドロープは、招集所において長さを計測したり、非伸縮性で

あるかを確認したりする。 

 キ 障害区分２４の競技者が装着するアイマスクやアイシェード（以下、「アイ  

  マスク等」という。）は、招集所において光がもれないか競技役員が確認する 

  とともに、不正なアイマスク等を持ち込まないように手荷物検査を行う場合

がある。 

  ク 規定外の商標を競技場内に持ち込むことはできない。違反している場合、

テープ等でマスキング処置を行う。 

 

４ 車いすの検査 

⑴ 車いすを使用する競技者は、競技に出場する際に車いすの検査を受け、「車い

す検査済証」の交付を受けなければならない。 

⑵ 車いす検査は、車いす検査所において競技開始予定時刻６０分前から開始す

る。 

⑶ 一度不合格であった場合でも、招集完了時刻までに修理・改善すれば再検査

を受けることができ、合格すればその車いすを使用して競技に出場することが

できる。 

 

５ 服装等 

⑴ 競技を行う時は、競技用の服装（ランニングシャツ、トレーニングシャツ等）

を着用しなければならない。 
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リレーに出場するチームの競技者は、原則、同一のユニフォームを着用しな

ければならない。（ただし、デザイン・配色が統一されており、審判員が同一チ

ームと判断できるユニフォームの着用は可とする。） 

商標等については、日本陸上競技連盟競技規則の定めるところとする。 

⑵ 番号布（アスリートビブス）は、主催者が交付したものを競技用服装の上衣

の胸部及び背部につける。ただし、跳躍競技の競技者は胸部又は背部のどちら

かに付ければよい。また、車いす使用の競技者は競技役員の指示に従い、車い

すの見やすい位置に取り付ける。 

⑶ 腰ナンバー標識は、左右の腰（車いす使用の競技者はヘルメットの両側、５

０ｍ競走に出場する車いす使用の競技者は両腕等）によく見えるように貼り付

け、競技役員の確認を受ける。 

⑷ 競技の際に使用する靴は、日本陸上競技連盟競技規則の定めるところとし、

競技用靴のスパイクピンの長さは９㎜以下、走高跳・ソフトボール投及びジャ

ベリックスローは１２㎜以下とする。なお、陸上競技場及び補助競技場でのニ

ードルピンの使用は可能とする。 

靴底の厚さの規定は適用しない。なお、危険（けが）の予防上、裸足での競

技参加は認めない。  

 

６ 介助者・伴走者 

⑴ 「介助・伴走許可証（ビブス）」の交付を受けた者に限り競技場内に入場する

ことができる。介助者・伴走者の入場を申請できる選手は、競技規則集に定め

る障害区分に拠る。その際は、競技開始前に理由を添えて申請し、主催者の許

可を受けなければならない。 

⑵ 介助者の服装は運動靴及び運動着とし、伴走者の服装は競技者の服装に準ず

るものとする。 

⑶ 伴走者は、使用時に両端の最大長が５０㎝以下となる非伸縮性のガイドロー

プを持つこととし、フィニッシュで競技者の斜め後ろに位置しなかった場合は、

当該競技者を失格とする。 

 ⑷ 介助者及び伴走者は、競技役員の指示に従うものとし、競技場内では競技者

の競技上有利になるような助言等をしてはならない。助言等は助力とみなされ、

競技役員から注意・警告を受け、聞き入れない場合は、当該競技者を失格とす

る。（介助者が競技の伴走をした場合も助力とみなす。） 

⑸ 介助者及び伴走者は、カメラ・ビデオ・携帯電話、若しくは類似の機器等を

競技区域内で所持又は使用することはできない。また、競技に関係のない物に

ついても持ち込むことはできない。 

 

７ 競技場への入退場 

⑴ 競技場への入退場については、全て競技役員の指示により行う。 

⑵ 競技が終了した競技者は、競技役員または競技補助員により競技終了者待機

所まで誘導された後、競技者解散所に誘導され解散する。ただし、１位から３

位までの入賞者は、競技終了者待機所から表彰者待機所まで誘導され、表彰を

受けた後、競技者解散所で解散する。 

 

 



 

８ 競技方法 

⑴ トラック競技の走路順又は競技順、フィールド競技の試技順は、プログラム

記載順とする。 

⑵ ５０ｍ、１００ｍ、２００ｍ、４００ｍ競走及び４×１００ｍリレーは、セ

パレートレーンで行う。ただし、視覚障がい者（障害区分２４）の５０ｍ競走

は、オープンレーンで１名ずつ行う。 

⑶ ８００ｍ競走は、第１曲走路のブレイクラインまでセパレートレーンで行う。 

⑷ 車いすで１００ｍ以上の競走競技に出場する競技者は、ヘルメットを着用 

  して競技をしなければならない。ヘルメットの貸し出しは行わない。 

 ⑸ 車いすで８００ｍ以上の競走競技に出場する競技者は、競技用車いす（レー

サー）を使用しなければならない。 

⑹ トラック競技で他の競技者を妨害した場合は、その競技者を失格とする。な

お、この場合も再レースは行わずレースは成立したものとする。 

⑺ セパレートレーンで行う視覚障がい者のトラック競技では、１競技者に２レ

ーン分を割り当てる。 

⑻ 視覚障がい者（障害区分２４）の５０ｍ競走に出場する競技者が使用する音

源は、ハンドマイクに収納した音響（電子音）または選手団で用意したものを

使用することができる。 

⑼ 聴覚障がい者の１００ｍ、２００ｍ競走のスタートでは、光刺激スタート発

信装置を使用することができる。なお、選手は発信装置の使用・不使用を選択

することができ、不使用の場合は、発信装置をレーンナンバー後方へ移動する。 

⑽ リレーの参加区分は、男女混合とする。 

⑾ 走高跳を除くフィールド競技の試技は３回までの試技が許される。 

⑿ フィールド競技の場合、練習は試技順に１回を原則とする。競技運営の関係

上、練習時間をとらずに直接試技に入ることがある。 

⒀ 視覚障がい者（障害区分２４・２５）の立幅跳及び投てき種目については，

必要に応じて競技役員又は競技補助員が方向を指示する。ただし、立幅跳につ

いては声や音源による援助は行わない。 

⒁ 視覚障がい者（障害区分２４）の競技者は、競技エリアでは光を通さないア

イマスク等を装着しなければならない。アイマスク等を外すことができるのは、

審判が認めたときだけであり、無断で外す（顔から離したりめくったりする行

為を含む）ことは認められない。 

⒂ 走高跳において、表彰組の中で最後の１人となり、１位が決まった場合、バ

ーを上げる高さ又はバーの上げ幅については、選手と協議の上、当該審判また

は審判長が決定する。 

⒃ 走高跳のバーの最初の高さは，下記の通りとする。バーの上げ方は一律２ 

  ｃｍとする。 

  ○区分２・区分３ ：男子１４０ｃｍ  女子１２０ｃｍ 

  ○区分２５    ：男子１１５ｃｍ  女子１００ｃｍ 

  ○区分２６    ：男子１３０ｃｍ  女子１００ｃｍ 

  ○区分２７    ：男子１００ｃｍ  女子１００ｃｍ 

⒄ すべての視覚障がい者の走幅跳の踏切板の長さは１ｍとする。 

⒅ 投てきに使用する競技用具は、主催者が用意したものとする。 



⒆ 砲丸投及びジャベリックスロー、ソフトボール投は３回の試技をローテーシ

ョンで行うことを基本とする。ただし、車いす使用の競技者は、原則として３

回連続で投げるものとする。 

 

 ※ 車いす使用者以外の競技者についても、競技運営の関係上、３回連続し 

て投げる場合がある。 

 

９ 表彰式 

  表彰式は、各組の競技終了後に順次行い、各競技の組ごとに１位から３位まで

の選手にメダルを授与する。また、視覚障がい選手の伴走者についても、選手と

同様にメダルを授与する。 

 

１０ その他 

⑴ 競技場内へは、競技者、大会役員、競技役員、競技補助員、情報支援ボラン

ティア、実施本部員及びあらかじめ許可された介助者・伴走者、報道関係者及

び視察員等関係者以外は立ち入ることができない。 

⑵ トラック競技に出場する競技者の衣服は、スタート準備完了後担当者（競技

補助員）が競技終了者待機所へ運ぶ。 

⑶ 抗議については、大型スクリーンでの記録発表後、３０分以内に競技者自身

または代理人あるいはチームを公式に代表する者がＴＩＣまで申し出ること。

その後の抗議は一切受け付けない。 

⑷ 荒天時ほか不測の事態が生じた場合の取扱いは、主催者において別途定める。 



 

青の煌めきあおもり障スポ（第２５回全国障害者スポーツ大会）リハーサル大会 

水泳競技実施要領 

 

１ 競技規則 

令和８（２０２６）年度に適用の全国障害者スポーツ大会競技規則（公益財団

法人日本パラスポーツ協会制定）によるもののほか、この要領の定めるところに

よる。 

 

２ 使用プールについて 

(1) プールの水深は２００cm とする。途中でプールの底に立つことができないの

で、競技者は余裕をもって泳ぐことができる種目に出場すること。 

 (2) 入退水レーンには両隅に低床フロアーを設置する。 

 (3) 水温は２８℃～３０℃とする。 

 

３ 招集 

⑴ 招集は競技開始予定時刻の３０分前から行い、競技開始予定時刻の１５分前

までに完了する。 

⑵ 招集完了時刻に遅れた選手は、棄権とみなす。 

⑶ 前レースの表彰終了時刻から次レースの招集完了時刻までが１０分以内の選

手については、当該選手の代理の者がその旨を招集所に申し出ることによ

り、代行することができる。 

⑷ 選手は、招集時に主催者が用意したＡＤカードを必ず携帯すること。 

⑸ 競技時刻は、進行の都合により変更する場合があるため、放送・掲示板等に 

十分注意すること。 

⑹ 障害区分２３の競技者が装着する光を通さないゴーグルは、招集所において 

  競技役員が光の漏れがないかを確認する。確認後、そのゴーグルをプールへ

入場する際に装着し、競技終了まで外してはならない。ただし、飛び込みの際

などに、故意によらずゴーグルが外れた場合は、その限りではない。 

 

４ リレーオーダー用紙の提出 

リレーオーダー用紙は、その種目が行われる６０分前までにリゾリューション 

デスクに提出すること。 

 

５ 選手紹介 

競技前の選手紹介のときは、選手は椅子から立って紹介を受けることとする。ただ 

し、車いす使用者および立つことが困難な選手は、着席した状態で片方の手を挙げる 

等により紹介を受けることができる。 

 

６ 介助者等 

⑴ 障がいによりやむを得ず、介助者による補助や指示が必要な選手について 



 

は、介助者又は同伴者の入場を許可することができる。 

⑵ 申請が必要となる競技者と障害区分 

ア 競技規則上可能な介助 

(ア) スタート介助 

a 水中スタートの際、身体的理由により壁をつかむことができず、かつ、 

身体の一部を壁につけることができない競技者 

b 安全にスタート台上等に立つまたは座ること、およびそれまでの移動が 

困難な競技者 

c 視覚と聴覚の障がいが重複しており、出発合図員の合図が見えず、聞こ 

えない競技者 

    (イ) 移動介助 

     安全に招集所から自レーンまで移動することが困難な競技者 

(ウ) タッピング 

a 障害区分２３ 

※ 必ず介助が必要（５０ｍ種目ではスタート・ターンのサイド各１名、 

  計２名が必要） 

b 障害区分２４ 

(エ)  視覚と聴覚の障がいが重複しており、出発合図員の合図が見えず、聞 

こえない競技者 

イ 競技規則以外で可能な介助 

(ア) 入退水介助 

安全に入退水することが困難な競技者 

ウ 競技規則以外で可能な同伴 

(ア) 情緒不安定 

a 障害区分２６および同等の障がいが重複する競技者（他の競技者に迷惑 

をかける場合に限る） 

(イ) 種目・距離の指示 

a 障害区分２６および同等の障がいが重複する競技者（泳ぐ種目・距離を 

理解できない場合に限る。） 

※障害区分２６のリレー種目の同伴者は、個人種目で全員に同伴許可があっ

てもチームで１名、特別な事情がある場合は２名以内とする。 

⑶ 申請 

ア 介助および同伴を必要とする選手は、参加申込時にその理由を添えて主催 

者に申請しなければならない。 

イ 本項⑵の申請対象となる障害区分以外で同等の障がいを有し介助又は同伴 

 を必要とする場合は、参加申込時にその理由を添えた申請が必要である。 

ウ 参加申込以後、介助者を要する事情が発生した場合は、出場競技開始予定 

時刻の６０分前までに「介助許可証（ビブス）交付申請書」をリゾリュー 

ションデスクに提出し、審判長の許可を得なければならない。ただし、初参 

加のため「不安がっている」、「緊張している」等、障がいの種類や程度によ



 

らない理由での申請は認めない。 

⑷ 禁止事項 

ア 介助者及び同伴者は、競技エリア及び招集所においてのコーチング（声か 

 けを含む）をしてはならない。 

※ 他の選手の迷惑となる行為は招集所の外で対応すること。 

※ 本項⑵ウ(イ)「種目・距離の指示」の場合は、同伴者による距離及び種目 

の確認のための声かけは認める。 

イ 介助者及び同伴者は、競技エリア及び招集所において、許可されたこと以 

外をしてはならない。例えば、カメラ、ストップウォッチ、携帯電話等の使 

用は認めない。 

ウ 視覚と聴覚の障がいが重複している競技者が出場する場合は、スタートの 

 合図を競技者に伝えるため、介助者が競技者の身体に触れることが認められ 

 るが、競技者の体を進行方向に押し出すような合図は、競技者に勢いを与え 

 ることになるため、スタート違反となる。脚や腰の側部を軽く叩いたり、同 

部位に触れた手をスタートと同時に離したりするなどの方法を用いる。 

 

７ 誘導 

⑴ 競技エリアでの誘導は、競技役員及び競技補助員が行う。なお、許可を受け 

た介助者がいる場合は、競技役員の指示に従うこと。 

⑵ 選手は、競技終了後、競技役員及び競技補助員の誘導により、選手解散所に 

て解散する。なお、入賞者は、表彰式終了後に選手解散所にて選手出迎えの者 

に引き継ぐものとする。 

 

８ 出発合図 

出発合図は、閃光・電子音装置を使用する。障害区分25 のスタートにおいて 

は、閃光・電子音装置に加え、出発合図員がスタートの合図を行う。 

 

９ 計時 

⑴ 計時は、自動審判計時装置及び半自動計時装置を使用する。 

⑵ 有効面外のタッチ又はライトタッチで自動審判計時装置が作動しない場合 

は、半自動審判計時装置により計測した記録とする。 

 

10 浮具の使用 

障害区分２２の浮具の使用が必要な選手は、参加申込時に申し出があり、か

つ、審判長が認めた場合に限り、両腕、首及び腰に浮具を使用することができ

る。ただし、浮具は選手が用意しなければならない。 

 

11 貸出用車いす 

競技エリア内への入場の際に車いすが必要な選手は、原則として主催者の用意 

した車いすを使用するものとする。この場合、主催者に対して参加申込時に申請 



 

すること。なお、自身の車いすを使用する場合は車輪の汚れを取り除くこと。 

 

12 種目順 

  別表の種目順により競技を行うので、参加申込時に参考にすること。ただし、 

編成上やむを得ず種目順を変更することがある。 

 

13 開始式・表彰式 

⑴ 開始式 

ア 開始式は、競技開始前にプールサイドで行う。 

イ 開始式に参加する選手は、開始式開始１０分前までに、プールサイドの指 

 定された場所に集合すること。 

ウ 開始式に参加する選手は、原則として衣服を身に着けること。 

⑵ 表彰式 

ア 表彰式は、３レース終了ごとに行う。 

イ 表彰式に参加する選手は、原則として衣服を身に着けること。 

 

14 撮影 

⑴ 介助者又は同伴者による競技エリアでの撮影は禁止する。 

⑵ フラッシュ撮影は禁止する。 

 

15 ウォームアップ 

ウォームアップについては、主催者において別途定める。 

 

16 更衣・服装 

⑴ 世界水泳連盟の公認した水着を着用すること。ただし、身体的理由により世 

界水泳連盟の公認した水着の着用が不可能な場合、選手受付時に「世界水泳連 

盟規定外の水着使用申請書」をリゾリューションデスクへ提出し、審判長の許 

可を得ること。 

※ 水着へのテーピングは禁止する。身体へのテーピングは、基本的には禁止す 

るが、医学的な理由（開放創・床ずれ・ストーマを覆う場合など）がある場 

合、認めることもある。その場合は、各競技日の競技開始までに「テーピング 

許可願」をリゾリューションデスクへ提出し所定の様式により申し出て許可を 

得ること。 

⑵ 更衣は、更衣室を利用すること。なお、異性による介助を必要とする者は、 

参加申込時に申請の上、専用の更衣室を使用すること。 

⑶ 更衣室及び競技エリア以外では、水着及び裸足の状態で歩き回らないこと。 

 

17 その他 

⑴ 競技エリアへは、主催者や競技団体からの許可を受けた者以外は立ち入るこ 

とができない。競技者はＡＤカードを携帯しておくこと。 



 

⑵ 貴重品については、各自責任を持って管理すること。 

⑶ 土足厳禁の区域制限を守ること。選手控えエリアは土足厳禁のため、競技者 

は上履きを持参すること。 

⑷ 競技エリアでは、水分補給のみ認め、水分補給以外の飲食は禁止する。 

⑸ 選手の控所は、指定された場所を利用すること。 

⑹ 荒天時ほか不測の事態が生じた場合の取扱いは、主催者において別途決定する。 

 

別表 種目順 

１ ２５ｍ自由形 ６ ５０ｍ平泳ぎ 

２ ２５ｍ平泳ぎ ７ ５０ｍ背泳ぎ 

３ ２５ｍ背泳ぎ ８ ５０ｍバタフライ 

４ ２５ｍバタフライ ９ ４×５０ｍフリーリレー 

５ ５０ｍ自由形 10 ４×５０ｍメドレーリレー 

 



 

               

青の煌めきあおもり障スポ（第２５回全国障害者スポーツ大会）リハーサル大会 

兼 第２５回全国障害者スポーツ大会北海道・東北ブロック予選会 

ソフトボール競技実施要領 

 

１ 競技規則 

令和８（２０２６）年度に適用の全国障害者スポーツ大会競技規則（公益財団法人日本

パラスポーツ協会制定）によるもののほか、この要領の定めるところによる。 

 

２ チーム 

(1)  チームの構成は監督１名、コーチ２名以内および選手１５名以内（男女は問わない。）

とする。 

(2)  監督およびコーチが選手を兼ねる場合は、選手名簿に登録されていなければ選手と

して出場できない。この場合の選手の人数は、選手を兼ねる監督およびコーチを含め１

５名以内とする。 

 

３ 競技方法 

(1)  試合は、青森県チームを除くトーナメント方式とする。また、トーナメント戦以外に

青森県チームを含めた交流戦を実施する。 

(2)  試合は５回制とする。試合開始後８０分を経過した後は、新しい回に入らない。 

 ※開催状況によっては、「試合開始後８０分」を緩和することができる。 

(3)  同点の場合はタイブレークにより試合を延長して行う。ただし、延長は２回を限度と

し、延長開始後１５分を経過した後は、新しい回には入らない。それでも同点の場合は、

最終出場選手（ＤＰ制を採用した場合はＦＰ選手を除く。）９名の抽選によって勝敗を

決定する（決勝戦を除く）。 

(4)  抽選は主管競技団体が行う方法に沿うこととし、監督会議にて実施方法を確認する。 

(5)  ３回終了以降１０点以上の差が生じたときは、得点差コールドゲームとする。また、

降雨等の事情により試合の継続が不可能と判断された場合は、３回以上の回の終了をも

ってコールドゲームとする。 

(6)  ファーストピッチにより行う。 

(7) 本塁から外野フェンスまでは６７ｍ、塁間距離は１８.２９ｍ、投球距離は１３．１１

ｍとする。 

(8)  パスボール、振り逃げ、スクイズバントおよび盗塁は適用しない。 

(9) 不正投球が行われたときは、審判により注意（指導）を行う。２度目以降は、不正投

球として処理する。 

(10)  ピッチャーが投球したボールが、ホームベースを通過した時点でボールデットとし、

キャッチャーからのけん制、暴投による進塁など、その後のプレーは成立しない。 

(11)  ボールデット後のプレー再開の判断は、捕手が投手に返球し、セットを始めたとき

とする。その時点で走者が帰塁していない場合は、遅延行為とする。走塁に関わる遅延

行為があった場合は、審判により注意（指導）を行う。２度目以降は該当者をアウトと

する。 

(12)  指名選手（DP）および再出場（リエントリー）を採用する。 



 

(13) 選手の応急手当てが必要な場合や強風雨・落雷時、および給水タイムを実施した場

合は、時間計測は行わない。 

 

４ 服装等 

（1） 同一チームの監督、コーチおよび選手、同色・同意匠ユニフォームを着用しなければ

ならない。また、男子は同じ帽子を着用しなければならない。 

（2） ユニフォームナンバーは、背中と胸下につけなければならない。監督は３０番、コー

チは３１番と３２番、主将は１０番とし、他の選手は１番から９９番の番号とする。ま

た、ユニフォームの左袖（左肩から１０cm程度）に都道府県・指定都市名を表示するこ

と。 

（3） 打者・打者走者・走者、次打者および１・３塁のベースコーチは、両耳あてのある同

色のヘルメットを着用する。また、捕手は、スロートガード付きマスク、捕手用ヘルメ

ット、ボディプロテクターおよび膝当て付きレガーズを着用する。 

（4） 金属製スパイクの使用は禁止する。 

 

５ 試合球 

 試合球は公益財団法人日本ソフトボール協会検定ゴム製３号（ナガセケンコー）とし、

主催者が用意する。 

 

６ 組合せ 

組合せは、令和８(２０２６)年２月（予定）に開催するプログラム編成会議において、

主催者が関係者立会いのもとに代理抽選の上、決定する。 

 

７ 打順表等 

（1） 打順表は５部作成し、試合開始時刻３０分前または前試合３回終了時に、主将が競技

会場の競技本部へ提出する。 

（2） 攻守の決定は、打順表提出時に審判員立会いのもと、コインのトスによって決定する。

コインの表裏の選択権は、先着の主将に優先権を与える。両チーム同時の場合は、球審

の任意の判断とする。 

 

８ 表彰式 

表彰式は競技終了後に、競技会場で行う。 

 

９ 出場権 

  この大会の優勝チームは、第２５回全国障害者スポーツ大会への出場権を得る。 

 

10 その他 

（1） 監督会議は当日現地で行う。なお、監督会議の時間および場所については別途通知す

る。 

（2） 監督会議では予め主催者と協議した事項について、大会申し合わせ事項を設けること

ができる。 



 

（3） ベンチは、組合せ表の番号が若いチームを１塁側とする。 

（4) ベンチ内へは、監督、コーチ、選手以外は入ることができない。ただし、監督・コー 

チの３名とは別にトレーナーを帯同しているチームは、１名ベンチに入ることができる。

なお、トレーナーは参加申込時に登録した者に限る。このトレーナーは、実際に施術 

ができる者とし、公認パラスポーツトレーナーの有資格者であることが望ましい。 

（5） 競技場内へは、主催者の許可を受けた者以外は立ち入ることができない。 

（6） 練習場所については、主催者からの指示に従うものとする。 

（7） 練習球は各チームが用意する。 

（8） 荒天時ほか不測の事態が生じた場合の取扱いは、主催者において別途決定する。 



 

                            

青の煌めきあおもり障スポ（第２５回全国障害者スポーツ大会）リハーサル大会 

兼 第２５回全国障害者スポーツ大会北海道・東北ブロック予選会 

ブラインドベースボール競技実施要領 

 

１ 競技規則 

令和８年度に適用の全国障害者スポーツ大会競技規則（公益財団法人日本パラスポー

ツ協会制定）によるもののほか、この要領の定めるところによる。 

 

２ チーム 

（1）チームの構成は、監督１名及び選手１５名以内（男女は問わない）とし、他に専任の

コーチャー４名以内、スコアラー１名およびマネージャー１名を設けてもよい。 

（2）監督が選手を兼ねる場合は、選手名簿に登録されていなければ選手として出場できな

い。この場合の選手の人数は、選手を兼ねる監督含め１５名以内とする。 

 

３ 競技方法 

（1）試合は、青森県チームを除くトーナメント方式とする。   

（2）全試合は７回までとし、試合開始後８０分を経過した後は、新しい回に入らない。 

（3）試合開始４０分を経過した場合は、正式に試合が成立したとする。 

(4) 同点の場合は、制限時間において延長戦を行う。それでも同点の場合は、正式引き分

け抽選により勝敗を決する。最終出場選手１０名の守備位置順による抽選によって抽選

を決定する。 

(5) 雨天等による大会日程の変更や中止は、主催者と審判団で協議し決定する。その際、

正式な試合以外は、抽選により勝敗を決定する。 

（6）指名打者（ＤＨ）および再出場（リエントリー）を採用する。 

（7）試合球は、全日本ブラインドベースボール連盟公認球とし、主催者が用意する。 

 

４ 服装等 

（1） 同一チームの監督、コーチャーおよび選手は、同色・同意匠のユニフォームを着用

しなければならない。 

（2） ユニフォームナンバーは、背中と胸下につけなければならない。監督は３０番、専

任のコーチャーは３１番から３４番、主将は１０番とし、他の選手は１番から９９番

の番号とする。また、ユニフォームの左袖に都道府県・指定都市名を表示すること。 

（3） 競技中、コーチャーズボックスにいるランナーコーチャーは、 黄色の帽子を着用す

ること。 

（4） スコアラーおよびマネージャーは，ユニフォームを着用してはならない。 



 

（5） 金属製スパイクの使用は禁止する。 

（6） 危険防止のため、競技中の選手（コーチャー含む）は、腕時計、ブレスレット、ネッ

クレス等危険と思われるものを着用してはならない。 

 

５ 組合せ 

 組合せは、令和８年２月（予定）に開催するプログラム編成会議において主催者が、 

関係者立会いのもとに代理抽選の上、決定する。   

 

６ 打順表等 

（1） 打順表は５部作成し、試合開始時刻３０分前までに、主将が競技会場の競技本部へ 

提出する。 

ただし、第１試合は開始式終了後に提出すること。なお、打順表は監督会議において

競技本部から配付する。 

（2）攻守の決定は、打順表提出時に審判員立会いのもと、ジャンケンで決定する。 

 (3) 視力区分（全盲・弱視）の登録は、打順表の提出をもって行う。 

 

７ 開始式・表彰式 

開始式および表彰式は、競技会場で行う。 

※天候等により、実施の有無および実施方法を変更することがある。 

 

８ 出場権 

  この大会の優勝チームは、第２５回全国障害者スポーツ大会への出場権を得る。 

 

９ その他 

(1) 監督会議は令和８年５月３０日（土）に行う。なお、監督会議の時間および場所に 

ついては別途通知する。 

(2) 監督会議では、あらかじめ主催者と競技した事項について、大会申し合わせ事項を設 

けることができる。 

（3）ベンチは、組合せ表の番号が若いチームを１塁側とする。 

（4）ベンチ内へは、監督、コーチャー、選手、スコアラー、マネージャー以外は入ること 

ができない。 

（5）競技場内へは、主催者の許可を受けた者以外は立ち入ることができない。 

（6）アイシェード、全盲プレイヤー標示物、黄色標示物、コーチャー用帽子および練習球

は、各チームで用意すること。 

（7）練習場所については、主催者からの指示に従うものとする。 

（8）練習球は、各チームが用意する。 



 

（9）荒天時ほか不測の事態が生じた場合等の取扱いは，主催者において別途決定する。  

 



 

 

青の煌めきあおもり障スポ（第２５回全国障害者スポーツ大会）リハーサル大会 

       兼 第２５回全国障害者スポーツ大会北海道・東北ブロック予選会 

バレーボール競技実施要領 

（身体（聴覚）障がいの部、知的障がいの部、精神障がいの部） 

 

１ 競技規則 

 令和８（２０２６）年度に適用の全国障害者スポーツ大会競技規則（公益財団法人日本

パラスポーツ協会制定）によるもののほか、この要領の定めるところによる。 

 

２ チーム 

  全てのチームにおいて監督およびコーチが選手を兼ねる場合は、選手名簿に登録され

ていなければ選手として出場できない。この場合の選手人数は選手を兼ねる監督およびコ

ーチを含めて１２名以内とする。 

(1)  身体障がい者（聴覚）のチーム 

ア チームの構成は、監督１名、コーチ１名、マネージャー（手話通訳含む）１名及び 

選手１２名以内とする。 

 イ 男女別にチームを編成する。 

⑵ 知的障がい者のチーム 

 ア チームの構成は、監督１名、コーチ１名、マネージャー１名および選手１２名以内 

  とする。 

 イ 男女別にチームを編成する。 

⑶ 精神障がい者のチーム 

 ア チームの構成は、監督１名、コーチ１名、マネージャー１名および選手１２名以内 

  とする。 

 イ 男女混合でチームを構成する。（試合中は少なくとも１名以上の女性プレイヤーが 

  出場していなければならない。） 

 

３ 競技方法 

 ⑴ 試合は、申込みチームの数により、青森県を除くトーナメント戦方式またはリーグ 

  戦方式とする。また、トーナメント戦およびリーグ戦以外に、交流戦を実施する。 

 ⑵ 全試合３セットマッチとし、２セットを先取したチームを勝ちとする。 

 ⑶ １セット２５点のラリーポイント制とする。なお、得点が「２４対２４」の同点と 

  なった場合、それ以降は、２点リードしたチームがそのセットの勝者とする。 

 ⑷ 第３セットはいずれかのチームが１３点先取したときにコートの交代を行う。 

 ⑸ 試合は、ワンボールシステムで行う。 

 ⑹ 追込み方式を採用し、直前の試合終了の１０分後にプロトコールを開始する。ただ 

  し、連続試合となる場合は試合終了後の２０分空けてプロトコールを開始する。 

  

４ 服装等 

 ⑴ 背番号は、１番から１２番までとする。やむを得ない場合は、１番から９９番まで 



 

  とする。なお、チーム名、キャプテンマークおよび背番号等のサイズは、規定のもの  

  とする。また、ユニフォームに県・指定都市名を表示すること。 

 ⑵ リベロプレイヤーを採用する場合は、他の競技者と明確に区別できるユニフォーム 

  を着用すること。 

５ ネットの高さと試合球 

 ⑴ ネットの高さは、次のとおりとする。 

  ア 身体障がい（聴覚）の部 男子２．４３ｍ、女子２．２４ｍ 

  イ 知的障がいの部     男子２．３０ｍ、女子２．１５ｍ 

  ウ 精神障がいの部     ２．２４ｍ 

 ⑵ 身体障がい（聴覚）の部および知的障がいの部の試合球は、次の公益財団法人日本 

  バレーボール協会検定球５号球（人口皮革・カラーボール）とする。 

  ア 男子：ミカサ製カラーボール（Ｖ３００Ｗ） 

  イ 女子：モルテン製カラーボール（Ｖ５Ｍ５０００） 

 ⑶ 精神障がいの部の試合球は、日本ソフトバレーボール連盟公認球ソフトバレーボー 

  ル球・糸巻きタイプ（モルテン製円周７８±１ｃｍ、重量２１０±１０ｇ）（Ｓ３Ｙ 

  １５００－ＷＸ）とする。 

  

６ 組合せ 

  組合せは、令和８年２月(予定)に開催するプログラム編成会議において、主催者が関 

 係者立会いのもとに代理抽選を行い、決定する。 

 

７ 表彰式 

  表彰式は、競技終了後に競技会場で行う。 

 

８ 出場権  

  この大会の優勝チームは、第２５回全国障害者スポーツ大会への出場権を得る。 

 

９ その他 

 ⑴ 監督会議は、競技開始前に行い、その場において申し合わせ事項を設けることがで 

  きる。なお、監督会議の時間および場所については別途通知する。 

 ⑵ ベンチには、選手、監督、コーチ、マネージャー以外は入ることができない。ただ 

  し、身体障がい者（聴覚）のチームにおいて、チームスタッフ３名とは別に手話通訳 

  者１名が帯同する場合はこの限りではない。手話通訳者は、参加申込時に別に登録し  

  た者とする。 

 ⑶ 監督、コーチ、マネージャーは統一された服装を着用すること。 

 ⑷ チームスタッフ３名とは別にトレーナーを帯同しているチームは、チーム・ベンチ・ 

  エリア後方の決められた位置にトレーナー１名を待機させることができる。なお、ト 

  レーナーは参加申込時に登録した者に限る。このトレーナーは、実際に施術ができる 

  者とし、公認パラスポーツトレーナーの有資格者であることが望ましい。 

 ⑸ 競技場内へは、ベンチに入る者のほか、大会役員等の許可を受けた者以外は立ち入 

  ることができない。 



 

 ⑹ 知的障がいの部は、タラフレックス（長尺弾性塩ビシート）コートで競技を行い、身体障 

    がいの部および精神障がいの部は木製フロアで競技を行う。 

 ⑺ 練習球は、各チームで用意する。 

 ⑻ 練習は定められた場所で安全に留意し、主催者の指示に従って行うものとする。 

 ⑼ 荒天時ほか不測の事態が生じた場合の取り扱いは、主催者において別途決定する。 


